
 

議案第１９１号 

さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正す

る条例の制定について 

さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条

例を次のように定める。 

令和７年１１月２６日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

   さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正す

る条例 

（さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第１条 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年さ

いたま市条例第６６号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

  ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 
第１１条 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に

対し、法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為

その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為

をしてはならない。 

第１１条 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に

対し、法第３３条の１０各号に掲げる行為その他

当該児童の心身に有害な影響を与える行為をして

はならない。 
  

（入所者及び職員の健康診断） （入所者及び職員の健康診断） 
第１５条 ［略］ 第１５条 ［略］ 
２ 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、

 次の表の左欄に掲げる健康診断又は健康診査（母

子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条

又は第１３条に規定する健康診査をいう。同表に

おいて同じ。）（以下この項において「健康診断

等」という。）が行われた場合であって、当該健

康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断

の全部又は一部に相当すると認められるときは、

同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わない

２ 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、

 次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合で

あって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲

げる健康診断の全部又は一部に相当すると認めら

れるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一

部を行わないことができる。この場合において、

児童福祉施設の長は、それぞれ同表の左欄に掲げ

る健康診断の結果を把握しなければならない。 
 



 

ことができる。この場合において、児童福祉施設

の長は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等

の結果を把握しなければならない。 
 ［略］ 
児童が通学する学校

における健康診断 
［略］ 

乳児又は幼児（以下

「乳幼児」という。

）に対する健康診査 

入所した乳幼児に対

する入所時の健康診

断、定期の健康診断

又は臨時の健康診断 
 

 
 
 

［略］ 
児童が通学する学校

における健康診断 
［略］ 

 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 
  

（設備の基準） （設備の基準） 
第２５条 乳児院（乳幼児１０人未満を入所させる

乳児院を除く。）の設備の基準は、次のとおりと

する。 

第２５条 乳児院（乳児又は幼児（以下「乳幼児」 
 という。）１０人未満を入所させる乳児院を除く。

 ）の設備の基準は、次のとおりとする。 
 ⑴～⑶ ［略］  ⑴～⑶ ［略］ 
  

（さいたま市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第２条 さいたま市一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例（令和６年さい

たま市条例第６２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （虐待等の禁止）  （虐待等の禁止） 
第１３条 一時保護施設の職員は、入所中の児童に

対し、法第３３条の１０第１項各号に掲げる行為

その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為

をしてはならない。 

第１３条 一時保護施設の職員は、入所中の児童に

対し、法第３３条の１０各号に掲げる行為その他

当該児童の心身に有害な影響を与える行為をして

はならない。 
  
 （職員）  （職員） 
第１８条 一時保護施設には、児童指導員（児童の

生活指導を行う者をいう。次項及び第２１条にお

いて同じ。）、嘱託医、看護師、保育士、心理療

法担当職員、個別対応職員、学習指導員、栄養士

又は管理栄養士及び調理員を置かなければならな

い。ただし、児童１０人以下を入所させる一時保

第１８条 一時保護施設には、児童指導員（児童の

生活指導を行う者をいう。次項及び第２１条にお

いて同じ。）、嘱託医、看護師、保育士（国家戦

略特別区域法（平成２５年法律第１０７号）第１

２条の５第５項に規定する事業実施区域内にある

一時保護施設にあっては、保育士又は当該事業実



 

護施設にあっては個別対応職員を、学習指導を委

託する一時保護施設にあっては学習指導員を、児

童４０人以下を入所させる一時保護施設にあって

は栄養士又は管理栄養士を、調理業務の全部を委

託する施設にあっては調理員を置かないことがで

きる。 

施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項

において同じ。）、心理療法担当職員、個別対応

職員、学習指導員、栄養士又は管理栄養士及び調

理員を置かなければならない。ただし、児童１０

人以下を入所させる一時保護施設にあっては個別

対応職員を、学習指導を委託する一時保護施設に

あっては学習指導員を、児童４０人以下を入所さ

せる一時保護施設にあっては栄養士又は管理栄養

士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては

調理員を置かないことができる。 
２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 
  

（さいたま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条

例の一部改正） 

第３条 さいたま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関す

る条例（平成２６年さいたま市条例第５２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

  ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 
第２５条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保

育給付認定子どもに対し、児童福祉法第３３条の

１０第１項各号（幼保連携型認定こども園である

特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こど

も園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である特

定教育・保育施設の職員にあっては、学校教育法

第２８条第２項において準用する認定こども園法

第２７条の２第１項各号）に掲げる行為その他当

該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響

を与える行為をしてはならない。 

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保

育給付認定子どもに対し、児童福祉法第３３条の

１０各号に掲げる行為その他当該教育・保育給付

認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をし

てはならない。 

  

（さいたま市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こ

ども園の認定の要件を定める条例の一部改正） 

第４条 さいたま市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認

定こども園の認定の要件を定める条例（平成３０年さいたま市条例第２４号）の一



 

部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

  ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（教育及び保育の内容） （教育及び保育の内容） 
第７条 ［略］ 第７条 ［略］ 
２ 認定こども園の職員は、当該認定こども園の子

どもに対し、児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）第３３条の１０第１項各号（幼稚園型認定

こども園にあっては、学校教育法第２８条第２項

において準用する法第２７条の２第１項各号）に

掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響

を与える行為をしてはならない。 

 

３ 前２項に定めるもののほか、認定こども園にお

ける教育及び保育の内容は、認定こども園に固有

の事情として市長が別に定める事項に配慮したも

のでなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、認定こども園におけ

る教育及び保育の内容は、認定こども園に固有の

事情として市長が別に定める事項に配慮したもの

でなければならない。 
  
 （園児及び職員の健康診断）  （園児及び職員の健康診断） 
第１６条 ［略］ 第１６条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 園長は、第１項の規定にかかわらず、次の表の

左欄に掲げる健康診断又は健康診査（母子保健法

（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１

３条に規定する健康診査をいう。同表において同

じ。）（以下この項において「健康診断等」とい

う。）が行われた場合であって、当該健康診断等

がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又

は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲

げる健康診断の全部又は一部を行わないことがで

きる。この場合において、園長は、それぞれ同表

の左欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなけれ

ばならない。 

３ 園長は、第１項の規定にかかわらず、園児の入

園前の健康診断が行われた場合であって、当該健

康診断が園児に対する入園時の健康診断の全部又

は一部に相当すると認められるときは、入園時の 
 健康診断の全部又は一部を行わないことができる。

 この場合において、園長は、園児の入園前の健康

診断の結果を把握しなければならない。 
 

園児の入園前の健康

診断 
園児に対する入園時

の健康診断 
園児に対する健康診

査 
入園時の健康診断、

定期の健康診断又は

臨時の健康診断 
 

 

４ ［略］ ４ ［略］ 
  



 

 （さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準

に関する条例の準用） 
 （さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準

に関する条例の準用） 
第２０条 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営

の基準に関する条例第４条、第５条第１項、第２

項及び第４項、第６条、第１０条、第１２条、第

１４条（第４項ただし書を除く。）、第１９条、

第２０条第１項及び第３項、第４４条第７号並び

に第４８条の規定は、認定こども園について準用

する。この場合において、次の表の左欄に掲げる

同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものと

する。 

第２０条 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営

の基準に関する条例第４条、第５条第１項、第２

項及び第４項、第６条、第１０条から第１２条ま

で、第１４条（第４項ただし書を除く。）、第１

９条、第２０条第１項及び第３項、第４４条第７

号並びに第４８条の規定は、認定こども園につい

て準用する。この場合において、次の表の左欄に 
 掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

 それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるも

のとする。 
［略］ 

第１０条 
 
 

［略］ 

［略］ 
 

［略］ 
第１０条  ［略］ 
第１１条 入所中の児童 園児 

当該児童 当該園児 
［略］ 

 

２ ［略］ ２ ［略］ 
  

 （さいたま市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例の一部改

正） 

第５条 さいたま市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例（平

成２６年さいたま市条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

  ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（虐待等の禁止）  
第３条の２ 職員は、園児に対し、法第２７条の２

第１項各号に掲げる行為その他園児の心身に有害

な影響を与える行為をしてはならない。 

 

  
 （さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準

に関する条例の準用） 
 （さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準

に関する条例の準用） 
第１５条 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営

の基準に関する条例第４条、第５条第１項、第２

項及び第４項、第６条、第８条、第１０条、第１

２条、第１４条（第４項ただし書を除く。）、第

第１５条 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営

の基準に関する条例第４条、第５条第１項、第２

項及び第４項、第６条、第８条、第１０条から第

１２条まで、第１４条（第４項ただし書を除く。



 

１９条、第２０条第１項、第３項及び第４項、第

４４条第７号並びに第４８条の規定は、幼保連携

型認定こども園について準用する。この場合にお

いて、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句に読み替えるものとする。 

）、第１９条、第２０条第１項、第３項及び第４

項、第４４条第７号並びに第４８条の規定は、幼

保連携型認定こども園について準用する。この場

合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 
［略］ 

第１０条 
 
 

［略］ 

［略］ 
 

［略］ 
第１０条 ［略］ 
第１１条 入所中の児童 園児 

当該児童 当該園児 
［略］ 

 

２ ［略］ ２ ［略］ 
  

（さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改

正） 

第６条 さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平

成２６年さいたま市条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

  ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 
第１２条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利

用者に対し、法第３３条の１０第１項各号に掲げ

る行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与

える行為をしてはならない。 

第１２条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利

用者に対し、法第３３条の１０各号に掲げる行為

その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行

為をしてはならない。 
  

（さいたま市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第７条 さいたま市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６

年さいたま市条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

 改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 



 

  ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 
第１２条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼

児に対し、法第３３条の１０第１項各号に掲げる

行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を

与える行為をしてはならない。 

第１２条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼

児に対し、法第３３条の１０各号に掲げる行為そ

の他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える

行為をしてはならない。 
  
 （利用乳幼児及び職員の健康診断）  （利用乳幼児及び職員の健康診断） 
第１７条 ［略］ 第１７条 ［略］ 
２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわら

ず、次の表の左欄に掲げる健康診断又は健康診査

（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１

２条又は第１３条に規定する健康診査をいう。同

表において同じ。）（以下この項において「健康

診断等」という。）が行われた場合であって、当

該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康

診断の全部又は一部に相当すると認められるとき

は、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わ

ないことができる。この場合において、家庭的保

育事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康

診断等の結果を把握しなければならない。 
児童相談所等におけ

る乳児又は幼児（以 
下「乳幼児」という。 
）の利用開始前の健

康診断 

利用乳幼児に対する

利用開始時の健康診

断 

乳幼児に対する健康

診査 
利用開始時の健康診

断、定期の健康診断

又は臨時の健康診断 
 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわら

ず、児童相談所等における乳児又は幼児（以下「

乳幼児」という。）の利用開始前の健康診断が行

われた場合であって、当該健康診断が利用乳幼児

に対する利用開始時の健康診断の全部又は一部に

相当すると認められるときは、利用開始時の健康

診断の全部又は一部を行わないことができる。こ

の場合において、家庭的保育事業者等は、児童相

談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断の

結果を把握しなければならない。 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 
  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


